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自己紹介

1956年生まれ　大町市在住

　・1970年（昭和45年）　JA0IXWを開局

　・1974年　１アマ取得（高校３年）

　・30歳の頃に再開局

　　　　　国内コンテストを主に運用

　　　　　1990年の3Y5X（ブーベ島）との交信を

　　　　　機にDXCCに興味を持つ

　・1986年　500W
　・1996年　  １kW
　・現在

　　　　　１日の殆どを自宅に開設してある無線

　　　　　局に勤務している

　　　　　DXCCはMIXで  Top of  Honor Rollに残り

　　　　　一つ　   ＹＶ０ （アベス島）が残っている









・電波の強度に対する安全施設について2023年3月22日に即日施行



開局/変更申請時の添付資料

・200W以下の固定局

　　1) 『電界強度確認表』

　　　　又は　『簡易な適合確認書』（半波長ダイポールアンテナのみ）

　　2） ビームアンテナで俯角減衰量を考慮した場合

　　　　　垂直面指向特性図

　　　　　短縮アンテナを使用する場合は、エレメントの長さ、空中線利得が記載さ

　　　  　れた取扱説明書等の当該箇所のコピー

　　3） 必要に応じて「平面図」「立面図」等を求められる場合がある



電波防護指針に基づく基準値に適合していることの確認書類の提出

　　　　　　　　　　　　
隣地境界線における地上２mの電界強度を計算し、基準値以下である事を確認する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　



アマチュア無線局の周波数帯別基準値



『簡易な適合確認プログラム』による、適合性の確認

関東総通又は各地方総通から『電界強度確認表』を入手し、周波数帯毎に
数値を入力して判定欄が『〇』になっている事を確認する。

注意事項



注意事項



注意事項



電界強度確認表の入力項目

　　　　　　　　　　　   部分に数値を入力する
　　　　　　　　　　　　自動計算
　　　　　　　　　　　　計算結果、判定
　①　定格電力        (w)　　
　②　給電線損　　　同軸ケーブルの損失（dB）

　③　空中線利得　 アンテナの利得　（dBi）　　　　　　　　　　 

　④　平均電力率　  CW:0.5　SSB:0.16　その他：1
　⑤　俯角減衰量　  ビームアンテナの場合
　⑥　空中線高　　   実際のアンテナ高さー２m
　　　　　　　　　　　　　境界線の近くに２階建の建物が存在す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 る場合は　－5.5m

　⑦　空中線地上距離　
　　　　　　　　　　　　　回転するアンテナは道路、境界線に一　

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　番近い距離

　⑧　空中線の型式　単一型、八木型等
　⑨　強い反射物の有無
　　　　　　　　　　　　　ビル等が近辺にある場合は『1』

　➉　基準値　　　　　BAND毎の基準値が入力済
　⑪　判定結果　　　 基準値以内の場合〇表示

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧

⑨

➉

⑪



①　定格電力：計算する送信電力　　単位（W）

②　給電線損：使用する同軸ケーブルの損出　　単位（dB）
　　　　JARLのH・Pに資料が有る　　同軸ケーブルの損失 (jarl.org)

・30MHz以下　5D-2V　20mの場合
　0.44×2=0.88（dB）
・ 30MHz以下  10D-2V 50mの場合
　0.22×5=1.10 （dB）

　



③　空中線利得:使用するアンテナの利得　　単位(dBi）
アンテナの利得（Ｆ・ゲイン）を入力する　　　ダイポールは2.15(dBi）

Ｖ型　ダイポール

マルチバンド　八木



④　平均電力率　　　CW:0.5　SSB:0.16　RTTY/FT8/PSK：1.0　
　　　　　
⑤　俯角減衰量（ ビームアンテナの場合）

空中線高、空中線地上距離を入力す
ると、俯角（°）が計算される。

その角度と垂直面指向特性図から減
衰量を算出する。

右図では俯角60°→　減衰量 10dB　
　　　　　

60°

10dB

垂直面指向特性図



⑤　俯角減衰量を考慮した場合

短縮アンテナを使用する場合は、エレメントの長さ、空中線利得が記載された取説
等の当該箇所のコピーを添付する。

トライバンド　八木(7,14,21MHz） トライバンド　八木（10,18,24MHz）



⑥　空中線高　　地上からのアンテナの高さー２m（人の高さ）を記入
　　　　　　　　　 　    境界線の近くに２階建ての建物が存在する場合は　ー５.５m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ３階建ての建物が存在する場合は　ー９.０m
　　　　　　　　　　　　　・人の高さ　 　　  　  ＝2m
　　　　　　　　　　　　　・建物の高さ（１階）＝3.5m 　　として計算する

　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　

立面図
　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　

境界線の近くに２階建ての
建物が存在する場合はこの
位置の電界強度を計算する



平面図　　　　　　　　　　　　



⑦　空中線地上距離　　空中線を地上に投影した地点から道路、隣家等との一番
　　　　　　　　　　　　　　　近い境界線までの距離　(m)　　

　　・回転するアンテナは道路、境界線に向けた時の一番近い距離
　　・ダイポール等は先端との距離



⑧　空中線の型式　
　　　　　　　　　　　　　単一型、八木型等

⑨　強い反射物の有無
　　　　　　　　　　　　　ビル等が近辺にある場合は『1』

➉　基準値　　　　　
　　　　　　　　　　　　　電界強度確認表にBAND毎の基準値が入力済み



⑪　判定結果　　　基準値以内の場合〇表示



⑪　判定結果　　　基準値以内の場合〇、基準値外の場合は✕表示される
　　　　　　　　　　　　　　　　高利得の八木アンテナでは、俯角減衰量を考慮しないと判定が✕になる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場合がある　　

俯角減衰量有無比較 21MHz　7ELE(14.5dBi)    50MHz　9ELE(13.7dBi)

※　21/50MHz共100/200/500Ｗでは〇、1000Wで✕になる



垂直面指向特性図

俯角　61.7° 俯角　46.0°



200W以下の簡易な（半波長ダイポールアンテナ）適合確認書

電波の発射源から一般の人々が通常出入りする場所までの最短距離が目安値
以上であること



から

をダウンロードする



空中線電力と電波の発射源から一般の人々が通常出入りする場所までの最短
距離を入力して、距離の目安値以上である事を確認する
目安値以上であれば確認結果欄に〇をする

100 20 〇

200 10 〇

※付近にビル、鉄塔、金属物体等の構造物が存在し強い反射を生じさせるおそれがある場合は、３②の各欄に定める距離の２倍（括弧内の数
　値）が目安値となる。



作成した電界強度確認表を、工事設計書の添付書類へ追加する



Q1：どのような場合に『平面図』、『立面図』の提出を求められるのか
A1：200Wを超える局は添付が必須
　　 提出した確認表の内容が不明又は誤計算、誤記入 されている場合等
　　 住宅密集地の場合でも求められる事は殆ど無い　
　　 信越総通では求めた事例は無いとの事

Q2：確認表を提出して送信機取替を完了したが、その後ANTを移設した場合　　
　　　（Dipole ANTの移設、ルーフタワー上のANTを20mのタワー上に移設した場合等）　　　　　　　　　　　　　　
A2：電界強度確認表の届け出が必要

Q3： ANTを取り替えた場合
　　　（3ELE Yagi →　5ELE Yagi)
A3：電界強度確認表の届け出が必要（但し、同等な電気的特性の物への変更時は不要）

Q4：隣地に２階建ての民家が建設された場合
A4：case-by-case　明らかに基準値内の場合は不要、不明な場合は総通へ問合せる

Q5：技適の送信機で周波数、電波型式を『指定可能な全て』を選択したが、全ての周波　
　　 数帯のANTが無い
A5：発射可能な周波数帯のみ電界強度確認表を作成し、その旨を記載して提出する
　　 →　免許状は、『3AF,2AF』となるがANTの無い周波数帯の運用は出来ない
　　　　　後日ANTを追加した場合は、その周波数帯の電界強度確認表の届け出を行う
　 



200Wを超える局の場合
　　　　エキサイター、リニアアンプの片方を変更/増設した場合は検査の対象になる

（撤去）

（増設）





・申請時添付資料

　　1)電界強度確認表

　　2)送信機系統図

　　3)（附属装置の諸元と接続図）

　　4) 「平面図」、「立面図」、「無線局周辺図」

　　5)他の無線局の設置状況を示す図面

　　6)放送の受信状況の説明

　　7) 50MHz帯で500Wを超える空中線電力を希望する場合　　「申請理由書」

　　8）他人の土地・建物、アパート/マンションに設置する場合　 「設置承諾書」

　　9）他人と設備を共用する場合　　　　　　　　 　　  　   「無線設備共用承諾書」

・→変更許可通知

・試験電波発射届

・工事完了時

　　1)工事完了届　　　　　　　

　　2)受信障害等調査総括表　　（自宅、近隣、周辺地図）

　　3)送信機周波数測定結果表

　　4)送信装置出力試験結果表

・→試験結果通知書

200Wを超える局の提出書類



1)電界強度確認表

特記事項等があれば記載



1)垂直面指向特性図



1)アンテナ寸法図



2)送信機系統図

リニアアンプの接続図 社団局で１、２アマ者が同一設備を使用場合は、工事設計書に
エキサイター、リニアアンプそれぞれの電力、終段管名称、電圧
を記載する



3)（附属装置の諸元と接続図）



4) 平面図



4) 立面図



4) 無線局設置周辺図（平面図）



5)他の無線局の設置状況を示す図面



6)放送の受信状況の説明



7) 50MHz帯で500Wを超える空中線電力を希望する場合の　　　　
　 「申請理由書」



8）他人の土地・建物、アパート/マンションに設置する場合の　 　　
　 「設置承諾書」



9）他人と設備を共用する場合の    「無線設備共用承諾書」



変更許可通知 （旧）



試験電波発射届



電波障害調査票



受信障害等調査総括表



アマチュア局周辺の地図



送信周波数測定結果表



送信装置出力結果表

通過型電力計 終段陽極入力により計算



工事完了届



変更検査：送信電力、周波数、スプリアス、電界強度測定



検査結果通知書（旧無線局検査簿）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合格すれば検査終了後に通知される



無線局免許状　（旧）　検査に合格すると同時に交付される



Q1：検査はどこの機関で実施されるのか
A2：総合通信局又は民間の登録検査等事業者等機関を選択できる
　　　　　　　検査手数料　　　　総通＜民間

Q2：既に免許されている局と設備共有で開局/変更する場合
A2：検査は省略される　　　　  現行と変更無し

Q3：設備共有の申請時に、電界強度確認表の提出は必要か
A3：不要

 
　　 



参考資料

電波防護のための基準への適合確認の手引き　　　　　　総務省

同軸ケーブルの損失　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　JARL

電界強度確認表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国総合通信局

ハイパワー(空中線電力200W超)の申請について　　　　　関東総合通信局

総務省電波利用ホームページ　　　　　　　　　　　　　　　　 総務省


